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障害福祉サービス等情報公表システム（WAM-NET）への新規事業所登録及び更新について（依頼） 

 

 

平素、皆さまには本市障害福祉行政へのご理解、ご協力を賜り、誠にありがとうございます。 

さて、ご案内のとおり、障害福祉サービス等情報公表制度は、障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律第７６条の３及び児童福祉法第３３条の１８に基づき、障害福祉サー

ビスを利用する障害児者が、個々のニーズに応じて良質なサービスを選択できるように、障害福祉

サービス等を提供する事業者が、サービス等の内容等を積極的に公表することにより、利用者の権

利擁護及びサービスの質の向上等に資する情報提供の環境整備を図るために創設された制度です。 

これに伴い、本市は市内指定障害福祉サービス等事業所開設法人及び新規事業所を「独立行政法

人福祉医療機構」が運用している障害福祉サービス等情報公表システム（以下、WAM-NET という。）

へ登録し、公表しております。従いまして、貴事業所開設法人様におかれましては、以下に示す手順

に従い、同法規程に基づく情報公表に係る報告を行っていただきますようお願いいたします。 

※WAM-NET は、神奈川県で運用している「障害福祉情報サービスかながわ（通称「らくらく」）」とは

別のシステムです。ID、パスワードが異なりますのでご注意ください。 

 

１ 情報公表に係る報告 

 （１）新規事業所登録 

新規事業所開設法人様は、事業者指定を受けたことが確認でき次第、事業所登録に必要な情報

を速やかに下記の Logo フォームによりご報告いただきますようお願いいたします。 

頂いた情報を本市で WAM-NET に登録後、川崎市内に初めて事業所を開設される法人様につきま

しては、本フォームで頂いた連絡先（法人）メールアドレス宛にログイン ID と仮パスワードが届

きますので、必ずご確認をお願いいたします。なお、既に川崎市内に事業所を開設している法人様

につきましては、事業所登録のお知らせのみのメールが届きます。 

メールを受信された後、法人様または事業所様にて後述の「（２）承認申請」が期限までに行わ

れなかった場合、減算の対象となる場合がありますので、本フォームの速やかなご報告をよろし

くお願いいたします（本市での WAM-NET への登録状況に遅延が発生した場合等にはこの限りでは

ありません。また、減算の詳細については後述の「３ 情報公表未報告減算」にてご確認をお願い

いたします）。 

 

＜Logo フォーム URL、QR コード＞ 

   

 https://logoform.jp/form/FUQz/555317          
 
 

     
 （２）承認申請 

メールが届きましたら WAM-NET にログインいただき、予め登録してある法人情報、事業所情報

をご確認の上、その他の各報告項目にご回答いただき、下記期限までに速やかに承認申請してい

ただきますようお願いいたします。報告項目についての留意事項は後述の「２ 情報公表に係る

報告項目」をご覧ください。 

 

https://logoform.jp/form/FUQz/555317


＜新規指定事業所の承認申請の期限＞ 

事業者指定を受けた日から 1 か月以内（ただし、各年度 6 月 1 日以前に指定を受けた対象事業

者は同年 7 月 31 日とする。） 

 

（３）更新 

上記（２）の申請が本市で承認され、報告内容が公表された事業所は、毎年度、WAM-NET 上に掲

載する情報を最新情報に更新していただくことになります。更新の開始時期は毎年度 5 月頃にな

ります。「障害福祉情報サービスかながわ」に掲示し、「障害福祉情報サービスかながわ」にご登録

いただいているメールアドレス宛にお知らせいたしますので、必要な箇所を更新後、再び承認申

請をお願いいたします。毎年度、多くの事業所は更新されておりますが、未更新の事業所も多く、

その結果、市民の方に最新情報が届いていない状況になっておりますことから、早期に更新の上、

承認申請していただきますようお願いいたします。 

 

２ 情報公表に係る報告項目 

（１） 報告項目 

新規及び更新時の申請に際しては、必須以外の項目も、回答不能な箇所を除きすべて回答（記入

又は「なし」・「あり」を選択）していただきますようお願いいたします（障害福祉サービス等情報

公表システム Q&A 「事業所詳細情報の入力」 の２参照）。必須以外の項目を「回答は任意」と解

釈されて空欄のまま申請されますと、「差戻し」となる場合がありますのでご注意ください。「差

戻し」となった場合は、連絡先（法人）メールアドレス宛にご連絡いたしますので、「差戻し理由」

をご確認の上、本制度の趣旨をご理解いただき、速やかに再申請をお願いいたします。 

 

（２）事業所等の財務諸表について 

社会福祉法人以外の事業所等のうち、以下①及び②以外の事業所等は、事業所等の財務諸表（事

業活動計算書、資金収支計算書及び賃貸対照表）の添付をお願いいたします。 

  ①報告年度の前年度の途中に新たに障害福祉サービス等の提供を開始した場合 

  ②報告年度中に障害福祉サービス等の提供を開始する場合 

※社会福祉法人については、独立行政法人福祉医療機構が運用する「社会福祉法人の財務諸表等

電子開示システム」にて開示される財務諸表を、障害福祉サービス等情報公表システムと連携

した上で公表することから、PDF ファイルを添付する必要はありません。 

 

（３）経営情報の見える化において報告する決算情報 

令和７年８月２９日より、障害福祉サービス等情報公表システムを用いて、「経営情報」の報告

を行うこととなりました。情報公表システムを通じて毎会計年度終了後３ヶ月以内（※）に経営情

報の報告を行ってください。 

（※）経過措置として、令和６年度決算情報（令和６年１月１日から同年１２月３１日の期間中に

開始した会計年度に関する報告）に限り、令和８年３月３１日までに報告してください。令和６

年度決算情報がない事業所は報告対象外となります。 

 

３ 情報公表未報告減算 

 令和６年度障害福祉サービス等報酬改定において、利用者への情報公表、災害発生時の迅速な情

報共有、財務状況の見える化の推進を図る観点から、障害者総合支援法第 76 条の３の規定に基づく

情報公表に係る報告がされていない場合、所定単位数を減算する「情報公表未報告減算」が新設さ

れました。 

 新規指定事業所の報告期限等については、「川崎市障害福祉サービス等情報公表実施要綱」にお

いて定められており、未報告の場合、その規定に従い減算の対象となる場合があります。また、決算

情報の報告がされていない場合についても、当該減算の対象となる場合があります。ご留意くださ

い。 



 

※「川崎市障害福祉サービス等情報公表実施要綱」掲載先 

→書式ライブラリ→３．川崎市からのお知らせ→１４．情報公表制度 

https://shougai.rakuraku.or.jp/search-library/lower-3-3.html?topid=3&id=261  

 

４ その他 

WAM-NET へのログイン ID は、本市が開設法人ごとに発行しています。発行済みのログイン ID が分

からなくなった場合、法人内でご確認いただき、不明な場合はお問い合わせください。また、新規登

録時に WAM-NET からメールが届いていない場合は、メールアドレスが適切に登録されていないこと

が考えられますので、登録メールアドレスをご確認いただきますようお願いいたします。 

WAM-NET へのログインは以下「障害福祉サービス等情報公表システム関係連絡板」の「3.ログイン

画面」から行ってください。 

https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/shofukuinfopub/  

なお、WAM-NET のシステム上のご質問はヘルプデスク（0570-666-081）へお尋ねください。 

以上、お忙しいところ恐れ入りますが、早急にご対応いただきますようお願いいたします。 

 

以上  

    
（健康福祉局障害保健福祉部障害者施設指導課事業者指導担当） 

電話  ０４４－２００－００８２ 

ＦＡＸ ０４４－２００－３９３２ 

https://shougai.rakuraku.or.jp/search-library/lower-3-3.html?topid=3&id=261
https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/shofukuinfopub/

